
 

板橋区在宅人工呼吸器使用者名簿及び災害時個別支援計画作成等事業実施要綱 

（平成２４年１２月５日区長決定） 

    （改正 平成２７年１２月２４日） 

（改正 令和 6 年３月１８日） 

（改正 令和７年３月２４日） 

（改正 令和８年２月２７日） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、板橋区災害時要配慮者支援計画に基づき、ライフラインの停止により直ちに生

命に危険が及ぶ在宅人工呼吸器使用者（以下「呼吸器使用者」という。）について、災害発生に備え、

板橋区（以下「区」という。）が在宅人工呼吸器使用者名簿（以下「名簿」という。）及び災害時個

別支援計画（以下「支援計画」という。）を作成し、区及び関係機関等が協力し災害時の対応等を支

援することにより、その生命を守ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

（１）支援計画とは、災害への平時の備え及び安否確認方法並びに発災時の対応について記録した

ものをいう。 

（２）受託機関とは、区と支援計画作成等に関する委託契約を締結した訪問看護ステーションをい

う。 

（３）関係機関等とは、呼吸器使用者に関わる医師、ケアマネージャー、訪問介護事業所及び人工

呼吸器のメーカー等をいう。 

（呼吸器使用者の把握） 

第３条 区は、災害時に備え、人工呼吸器使用者の把握に努めるものとする。 

（対象者） 

第４条 名簿及び支援計画作成等の対象となる者（以下「対象者」という。）は、次の各号のいずれに

も該当する者で、名簿及び支援計画作成等のために個人情報の提供に同意した者とする。 

（１）支援計画作成時現在、区に住民登録がある者。ただし生活保護世帯及びドメスティックバイ

オレンス被害者で支援の決定を受けている者は、区内に居住する者に含むものとする。 

（２）在宅で人工呼吸器を使用するものであって、自力で避難できないもの。 

（名簿の作成） 

第５条 区は、作成した支援計画に基づき、氏名、生年月日、住所、電話番号を記載した名簿を作成

し、更新を行い、適正な管理に努めるものとする。 

２ 区は、名簿のうち「板橋区避難行動要支援者名簿制度」の同意者については、災害時における支

援を円滑に行うため、関係課に情報提供を行う。 

（支援計画の作成等） 



第６条 区は、対象者について、対象者の家族及び関係機関等の協力を得て、健康福祉センター及び

受託機関に支援計画を作成させる。 

２ 支援計画は、「東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針」における「在宅人工呼吸器使用者の

ための災害時個別支援計画作成の手引き」に準じて作成する。 

３ 支援計画は、健康福祉センターで原本を保管し、写しを、対象者本人、地域保健課、受託機関及

び関係機関等が保管し情報共有する。 

４ 支援計画は、対象者の状況変化にあわせ概ね年１回程度の更新及び随時の変更を行う。 

５ 受託機関は、災害時に対象者の安否確認を行い、健康福祉センターに連絡する。 

６ 健康福祉センター及び受託機関は、適宜、支援計画に基づいた防災訓練を実施する。 

（実施方法） 

第７条 区は、受託機関と支援計画作成等に関する業務の委託契約を締結し、委託契約の定めに従い、

支援計画を作成する。 

（区負担額の支払） 

第８条 区は、受託機関が支援計画を作成した場合に、契約書に定める額の委託料を支払う。 

２ この事業の対象者の費用負担は無料とする。 

（事例検討会の開催） 

第９条 区は、支援計画の支援内容の検討や見直しなどを行う事例検討会を、年１回開催できることと

する。 

（その他） 

第 10条 この要綱に定めのない事項は、必要に応じ、保健所長が別に定める。 

   付 則 

この要綱は、平成２４年１２月５日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令８年４月１日から施行する。 


